
国
立
国
会
図
書
館
国
際
子
ど
も
図
書
館
資
料
利
用
規
則 

（
平
成
十
二
年
五
月
二
日
国
立
国
会
図
書
館
規
則
第
四
号
） 

改
正 

平
成 

十
三
年 

七
月 

 

五
日
国
立
国
会
図
書
館
規
則
第
三
号 

同 
 

十
三
年
十
二
月 

十
八
日
同 

 
 

 
 

 
 

 

第
四
号 

同 
 

十
四
年 

三
月
三
十
一
日
同 

 
 

 
 

 
 

 

第
二
号 

同 
 

十
四
年 

五
月 

 

一
日
同 

 
 

 
 

 
 

 

第
四
号 

同 
 

十
四
年 

九
月 

三
十
日
同 

 
 

 
 

 
 

 

第
八
号 

同 
 

十
五
年
十
二
月 

 

八
日
同 

 
 

 
 

 
 

 

第
三
号 

同 
 

十
六
年 

九
月
二
十
八
日
同 

 
 

 
 

 
 

 

第
五
号 

同 
 

十
八
年 

十
月 

 

四
日
同 

 
 

 
 

 
 

 

第
三
号 

同 
 

十
九
年 
六
月
二
十
八
日
同 

 
 

 
 

 
 

 

第
三
号 

同 
 

二
十
年 

七
月 

 

一
日
同 

 
 

 
 

 
 

 

第
二
号 

同 

二
十
一
年
十
二
月
二
十
八
日
同 
 

 
 

 
 

 
 

第
四
号 

同 

二
十
三
年 

七
月 

 
一
日
同 

 
 

 
 

 
 

 

第
六
号 

同 

二
十
三
年
十
二
月
二
十
七
日
同 

 
 

 
 

 
 

 

第
九
号 

同 

二
十
五
年 

六
月
二
十
六
日
同 

 
 

 
 

 
 

 

第
四
号 

同 

二
十
五
年 

九
月
二
十
七
日
同 

 
 

 
 

 
 

 

第
五
号 

同 

二
十
五
年
十
二
月 

十
八
日
同 

 
 

 
 

 
 

 

第
八
号 

同 

二
十
七
年 

八
月
二
十
一
日
同 

 
 

 
 

 
 

 

第
四
号 

同 

二
十
八
年 

一
月 

二
十
日
同 

 
 

 
 

 
 

 
第
一
号 

同 

二
十
八
年 

三
月
二
十
三
日
同 

 
 

 
 

 
 

 
第
三
号 

同 

二
十
八
年
十
一
月 

 

二
日
同 

 
 

 
 

 
 

 

第
八
号 

同 

二
十
九
年 

三
月
二
十
七
日
同 

 
 

 
 

 
 

 

第
二
号 

同 

二
十
九
年
十
二
月
二
十
一
日
同 

 
 

 
 

 
 

 

第
八
号 

同 

三
十
一
年 

二
月 

 

八
日
同 

 
 

 
 

 
 

 

第
一
号 

令
和 

 

二
年 

九
月
二
十
五
日
同 

 
 

 
 

 
 

 

第
三
号 
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第
一
章 

総
則 

（
適
用
範
囲
） 

第
一
条 

国
立
国
会
図
書
館
国
際
子
ど
も
図
書
館
（
以
下
「
国
際
子
ど
も
図
書

館
」
と
い
う
。
）
に
お
け
る
国
立
国
会
図
書
館
（
以
下
「
館
」
と
い
う
。
）

が
収
集
し
た
図
書
館
資
料
（
電
子
的
方
法
、
磁
気
的
方
法
そ
の
他
の
人
の
知

覚
に
よ
っ
て
は
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
方
法
に
よ
り
記
録
さ
れ
た
文
字
、

映
像
、
音
又
は
プ
ロ
グ
ラ
ム
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
電
磁
的
記
録
」
と

い
う
。
）
で
あ
っ
て
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
通
じ
て
公
衆
に
利
用
可
能
と
さ

れ
た
も
の
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
資
料
」
と
い
う
。
）

及
び
電
磁
的
記
録
で
あ
っ
て
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
そ
の
他
の
送
信
手
段
に
よ

り
公
衆
に
利
用
可
能
と
さ
れ
、
又
は
送
信
さ
れ
る
も
の
の
う
ち
、
図
書
又
は

逐
次
刊
行
物
（
機
密
扱
い
の
も
の
及
び
書
式
、
ひ
な
形
そ
の
他
簡
易
な
も
の

を
除
く
。
）
に
相
当
す
る
も
の
と
し
て
館
の
館
長
（
以
下
「
館
長
」
と
い

う
。
）
が
定
め
る
も
の
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
オ
ン
ラ
イ
ン
資
料
」
と



い
う
。
）
を
除
く
。
以
下
同
じ
。
）
及
び
電
子
情
報
（
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
そ

の
他
の
高
度
情
報
通
信
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
通
じ
て
館
が
閲
覧
の
提
供
を
受
け

た
図
書
館
資
料
と
同
等
の
内
容
を
有
す
る
情
報
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
資
料
及

び
オ
ン
ラ
イ
ン
資
料
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
（
以
下
「
資
料
」
と
総
称
す

る
。
）
の
行
政
及
び
司
法
の
各
部
門
、
図
書
館
、
調
査
研
究
機
関
等
並
び
に

一
般
公
衆
に
よ
る
利
用
は
、
別
に
定
め
る
も
の
を
除
き
、
こ
の
規
則
の
定
め

る
と
こ
ろ
に
よ
る
。 

（
利
用
の
方
法
等
） 

第
二
条 

こ
の
規
則
に
よ
る
資
料
の
利
用
の
方
法
は
、
閲
覧
、
複
写
、
図
書
館

間
貸
出
し
及
び
レ
フ
ァ
レ
ン
ス
と
す
る
。 

２ 

国
際
子
ど
も
図
書
館
が
所
管
す
る
資
料
に
係
る
図
書
館
等
へ
の
送
信
に
つ

い
て
は
、
国
立
国
会
図
書
館
資
料
利
用
規
則
（
平
成
十
六
年
国
立
国
会
図
書

館
規
則
第
五
号
）
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。 

第
二
条
の
二 

国
立
国
会
図
書
館
資
料
利
用
規
則
第
四
条
第
五
項
に
規
定
す
る

登
録
利
用
者
等
（
以
下
「
登
録
利
用
者
等
」
と
い
う
。
）
及
び
同
規
則
第
四

条
の
三
第
二
項
に
規
定
す
る
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
限
定
登
録
利
用
者
（
以
下

「
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
限
定
登
録
利
用
者
」
と
い
う
。
）
は
、
こ
の
規
則
の
規

定
に
よ
り
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
通
じ
て
資
料
の
利
用
の
申
込
み
を
す
る
こ

と
が
で
き
る
。 

（
利
用
の
料
金
） 

第
三
条 

資
料
の
利
用
は
、
別
に
定
め
る
も
の
を
除
き
、
無
料
と
す
る
。 

（
資
料
の
利
用
に
係
る
業
務
の
休
止
） 

第
三
条
の
二 

館
長
は
、
特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
臨
時
に
、
資

料
の
一
部
又
は
全
部
に
つ
い
て
、
そ
の
利
用
に
係
る
業
務
の
一
部
又
は
全
部

を
休
止
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
や
む
を
得
な
い
事

情
が
あ
る
と
き
を
除
き
、
あ
ら
か
じ
め
公
示
す
る
も
の
と
す
る
。 

 

（
利
用
の
中
止
又
は
停
止
） 

第
三
条
の
三 

館
長
は
、
こ
の
規
則
そ
の
他
館
が
定
め
る
規
定
に
違
反
し
た
者
、

館
の
指
示
に
従
わ
な
い
者
そ
の
他
館
の
業
務
に
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
の
あ

る
行
為
を
し
た
者
に
対
し
、
資
料
の
利
用
の
一
部
又
は
全
部
の
中
止
又
は
停

止
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
国
際
子
ど
も
図
書
館
に
入
館
し
て

行
う
資
料
の
利
用
に
つ
い
て
は
、
国
際
子
ど
も
図
書
館
長
が
そ
の
中
止
又
は

停
止
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。 

（
利
用
の
制
限
） 

第
三
条
の
四 

館
長
は
、
国
立
国
会
図
書
館
資
料
利
用
制
限
措
置
に
関
す
る
規

則
（
平
成
二
十
八
年
国
立
国
会
図
書
館
規
則
第
二
号
）
第
二
条
各
号
に
掲
げ

る
資
料
の
利
用
の
制
限
（
利
用
の
一
部
若
し
く
は
全
部
を
禁
止
し
、
又
は
利

用
に
つ
い
て
一
定
の
条
件
を
付
す
る
こ
と
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て

同
じ
。
）
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
利
用
の
制
限
の

手
続
そ
の
他
利
用
の
制
限
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
同
規
則
で
定
め
る
。 

２ 

前
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
館
長
は
、
購
入
、
寄
贈
そ
の
他
の
契
約
に

基
づ
き
収
集
し
た
資
料
に
つ
い
て
、
当
該
契
約
に
基
づ
い
て
利
用
の
制
限
を

す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 
 

 

第
二
章 

閲
覧 



 
 

 
 

第
一
節 

通
則 

（
閲
覧
室
） 

第
四
条 
閲
覧
室
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

一 

児
童
書
研
究
資
料
室 

二 

子
ど
も
の
へ
や 

三 

世
界
を
知
る
へ
や 

四 

調
べ
も
の
の
部
屋 

五 

児
童
書
ギ
ャ
ラ
リ
ー 

（
閲
覧
時
間
） 

第
五
条 

資
料
の
閲
覧
時
間
は
、
午
前
九
時
三
十
分
か
ら
午
後
五
時
ま
で
と
す

る
。 

（
閲
覧
業
務
を
行
わ
な
い
日
） 

第
六
条 

閲
覧
業
務
を
行
わ
な
い
日
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

一 

月
曜
日 

二 

国
民
の
祝
日
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
七
十
八

号
）
に
規
定
す
る
「
国
民
の
祝
日
」
及
び
休
日 

三 

十
二
月
二
十
八
日
か
ら
翌
年
の
一
月
四
日
ま
で
の
日 

四 

毎
月
の
第
三
水
曜
日 

２ 

十
二
月
二
十
八
日
が
日
曜
日
に
当
た
る
と
き
は
、
前
項
第
三
号
中
「
十
二

月
二
十
八
日
」
と
あ
る
の
は
「
十
二
月
二
十
六
日
」
と
、
「
一
月
四
日
」
と

あ
る
の
は
「
一
月
五
日
」
と
し
、
十
二
月
二
十
八
日
が
土
曜
日
に
当
た
る
と

き
は
、
同
号
中
「
十
二
月
二
十
八
日
」
と
あ
る
の
は
「
十
二
月
二
十
七
日
」

と
、
「
一
月
四
日
」
と
あ
る
の
は
「
一
月
六
日
」
と
す
る
。 

３ 

第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
号
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
こ
ど
も
の
日
は
、

閲
覧
業
務
を
行
う
日
（
第
十
二
条
の
二
第
七
項
に
お
い
て
「
閲
覧
日
」
と
い

う
。
）
と
す
る
。 

４ 

館
長
は
、
特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
臨
時
に
、
第
一
項
第
四

号
に
規
定
す
る
閲
覧
業
務
を
行
わ
な
い
日
を
変
更
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ

の
場
合
に
お
い
て
は
、
や
む
を
得
な
い
事
情
が
あ
る
と
き
を
除
き
、
あ
ら
か

じ
め
公
示
す
る
も
の
と
す
る
。 

（
入
館
の
制
限
等
） 

第
七
条 

国
際
子
ど
も
図
書
館
長
は
、
他
人
に
迷
惑
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
の
あ
る

者
に
対
し
、
入
館
を
拒
む
こ
と
が
で
き
る
。 

２ 

国
際
子
ど
も
図
書
館
長
は
、
こ
の
規
則
そ
の
他
館
が
定
め
る
規
定
に
違
反

し
た
者
、
館
の
指
示
に
従
わ
な
い
者
そ
の
他
閲
覧
業
務
に
支
障
を
及
ぼ
す
お

そ
れ
の
あ
る
行
為
を
し
た
者
に
対
し
、
退
館
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。 

（
損
害
賠
償
） 

第
八
条 

館
長
は
、
閲
覧
中
の
資
料
を
亡
失
し
、
若
し
く
は
損
傷
し
た
者
又
は

資
料
を
閲
覧
す
る
た
め
の
機
器
を
損
傷
し
た
者
に
対
し
、
別
に
定
め
る
と
こ

ろ
に
よ
り
、
そ
の
損
害
の
賠
償
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 
 

 
 

第
二
節 

閲
覧
手
続
等 

（
児
童
書
研
究
資
料
室
の
利
用
） 

第
九
条 

一
般
公
衆
で
児
童
書
研
究
資
料
室
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
者
は
、

満
十
八
歳
以
上
の
者
と
す
る
。
た
だ
し
、
満
十
八
歳
未
満
の
者
で
館
長
が
特



に
認
め
た
も
の
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

２ 
児
童
書
研
究
資
料
室
に
入
室
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
館
長
が
定
め
る
申
込

書
に
そ
の
氏
名
、
連
絡
先
そ
の
他
の
必
要
事
項
を
記
載
し
て
児
童
書
研
究
資

料
室
の
受
付
に
提
出
し
、
国
際
子
ど
も
図
書
館
資
料
室
利
用
証
（
以
下
「
利

用
証
」
と
い
う
。
）
及
び
当
日
利
用
カ
ー
ド
の
交
付
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
た
だ
し
、
国
立
国
会
図
書
館
資
料
利
用
規
則
第
四
条
第
四
項
に
規
定

す
る
登
録
利
用
者
（
以
下
「
登
録
利
用
者
」
と
い
う
。
）
に
あ
っ
て
は
、
登

録
利
用
者
カ
ー
ド
を
提
出
す
る
こ
と
に
よ
り
、
利
用
証
の
交
付
を
受
け
、
児

童
書
研
究
資
料
室
に
入
室
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

３ 

国
際
子
ど
も
図
書
館
長
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
年
齢
等
を

証
明
す
る
に
足
り
る
書
類
の
提
示
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。 

４ 

利
用
証
及
び
当
日
利
用
カ
ー
ド
の
交
付
を
受
け
た
者
が
児
童
書
研
究
資
料

室
を
退
室
し
よ
う
と
す
る
際
に
は
、
児
童
書
研
究
資
料
室
の
受
付
に
利
用
証

及
び
当
日
利
用
カ
ー
ド
を
返
却
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

５ 

登
録
利
用
者
カ
ー
ド
に
よ
り
児
童
書
研
究
資
料
室
に
入
室
し
た
登
録
利
用

者
が
児
童
書
研
究
資
料
室
を
退
室
し
よ
う
と
す
る
際
に
は
、
児
童
書
研
究
資

料
室
の
受
付
に
、
利
用
証
を
返
却
す
る
と
と
も
に
登
録
利
用
者
カ
ー
ド
を
提

出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

６ 

児
童
書
研
究
資
料
室
に
入
室
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
電
気
通
信
回
線
の
故

障
そ
の
他
の
事
由
に
よ
り
当
日
利
用
カ
ー
ド
又
は
登
録
利
用
者
カ
ー
ド
（
以

下
「
利
用
カ
ー
ド
」
と
い
う
。
）
に
よ
り
入
室
の
手
続
を
す
る
こ
と
が
で
き

な
い
と
き
は
、
館
長
が
定
め
る
申
込
書
に
そ
の
氏
名
、
連
絡
先
そ
の
他
の
必

要
事
項
を
記
載
し
て
児
童
書
研
究
資
料
室
の
受
付
に
提
出
し
、
利
用
証
の
交

付
を
受
け
る
こ
と
に
よ
り
、
児
童
書
研
究
資
料
室
に
入
室
す
る
こ
と
が
で
き

る
。 

 

（
当
日
利
用
カ
ー
ド
の
管
理
） 

第
九
条
の
二 

当
日
利
用
カ
ー
ド
は
、
善
良
な
管
理
者
の
注
意
を
も
っ
て
管
理

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

当
日
利
用
カ
ー
ド
の
交
付
を
受
け
た
者
は
、
当
日
利
用
カ
ー
ド
を
紛
失
し
、

又
は
破
損
し
た
と
き
は
、
直
ち
に
、
そ
の
旨
を
国
際
子
ど
も
図
書
館
に
届
け

出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

３ 

国
際
子
ど
も
図
書
館
長
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が
あ
っ
た
と
き
は
、

当
日
利
用
カ
ー
ド
の
再
交
付
そ
の
他
の
必
要
な
措
置
を
採
る
も
の
と
す
る
。 

４ 

館
長
は
、
利
用
者
が
第
一
項
に
規
定
す
る
義
務
に
違
反
し
た
こ
と
に
よ
り

生
じ
た
損
害
に
つ
い
て
、
当
該
利
用
者
に
対
し
、
そ
の
賠
償
を
求
め
る
こ
と

が
で
き
る
。 

（
資
料
の
請
求
等
） 

第
十
条 

児
童
書
研
究
資
料
室
に
お
い
て
閲
覧
に
供
す
る
資
料
（
開
架
資
料
、

閲
覧
す
る
た
め
の
機
器
に
あ
ら
か
じ
め
装
着
さ
れ
、
若
し
く
は
接
続
さ
れ
た

機
械
可
読
資
料
（
以
下
「
接
続
済
機
械
可
読
資
料
」
と
い
う
。
）
又
は
電
子

情
報
を
除
く
。
）
を
請
求
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
児
童
書
研
究
資
料
室
に

設
置
さ
れ
た
端
末
機
か
ら
請
求
者
の
氏
名
、
利
用
カ
ー
ド
の
番
号
そ
の
他
の

必
要
事
項
を
入
力
し
て
館
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ

イ
ル
（
以
下
単
に
「
フ
ァ
イ
ル
」
と
い
う
。
）
に
記
録
し
な
け
れ
ば
な
ら
な



い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
登
録
利
用
者
カ
ー
ド
に
よ
り
児
童
書
研
究
資
料

室
に
入
室
し
た
登
録
利
用
者
は
、
当
該
端
末
機
に
代
え
て
児
童
書
研
究
資
料

室
内
に
持
ち
込
ん
だ
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
接
続
さ
れ
た
入
出
力
装
置
か
ら
請

求
者
の
氏
名
、
登
録
利
用
者
カ
ー
ド
の
番
号
そ
の
他
の
必
要
事
項
を
入
力
し

て
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

２ 

前
項
に
規
定
す
る
方
法
に
よ
っ
て
は
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
資
料
を

閲
覧
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
館
長
が
定
め
る
資
料
請
求
票
に
請
求
者
の
氏

名
、
利
用
カ
ー
ド
の
番
号
、
資
料
の
名
称
及
び
請
求
記
号
そ
の
他
の
必
要
事

項
を
記
入
し
て
、
こ
れ
を
児
童
書
研
究
資
料
室
の
受
付
に
提
出
し
、
利
用

カ
ー
ド
に
よ
り
そ
の
手
続
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

３ 

電
気
通
信
回
線
の
故
障
そ
の
他
の
事
由
に
よ
り
第
一
項
に
規
定
す
る
方
法

に
よ
り
資
料
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
は
、
館
長
が
別
に
定
め
る

と
こ
ろ
に
よ
り
、
資
料
の
請
求
を
行
う
も
の
と
す
る
。 

４ 

満
十
八
歳
未
満
の
者
（
第
九
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
児
童
書

研
究
資
料
室
を
利
用
し
て
い
る
者
を
除
く
。
）
が
、
児
童
書
研
究
資
料
室
に

お
い
て
閲
覧
に
供
す
る
資
料
（
接
続
済
機
械
可
読
資
料
及
び
電
子
情
報
を
除

く
。
）
を
請
求
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
館
長
が
定
め
る
資
料
請
求
票
に
請

求
者
の
氏
名
、
資
料
の
名
称
及
び
請
求
記
号
そ
の
他
の
必
要
事
項
を
記
入
し

て
、
こ
れ
を
調
べ
も
の
の
部
屋
の
受
付
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

５ 

資
料
の
請
求
が
で
き
る
時
間
は
、
午
前
九
時
三
十
分
か
ら
午
後
四
時
三
十

分
ま
で
と
す
る
。 

６ 

同
時
に
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
資
料
の
数
は
、
五
点
以
内
と
す
る
。
た

だ
し
、
特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

（
閲
覧
の
制
限
） 

第
十
一
条 

館
長
は
、
資
料
の
状
態
等
に
よ
り
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
又

は
資
料
の
マ
イ
ク
ロ
複
写
物
、
資
料
を
複
製
し
た
機
械
可
読
資
料
そ
の
他
の

資
料
の
複
製
物
（
電
子
情
報
を
含
む
。
）
を
閲
覧
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
き

は
、
当
該
資
料
の
閲
覧
の
制
限
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

（
視
覚
障
害
者
等
用
資
料
等
の
閲
覧
） 

第
十
一
条
の
二 

国
立
国
会
図
書
館
視
覚
障
害
者
等
用
資
料
送
信
及
び
貸
出
規

則
（
平
成
二
十
五
年
国
立
国
会
図
書
館
規
則
第
六
号
。
以
下
「
視
覚
障
害
者

等
規
則
」
と
い
う
。
）
第
二
条
に
規
定
す
る
視
覚
障
害
者
等
用
資
料
（
館
長

が
定
め
る
も
の
を
除
く
。
）
及
び
視
覚
障
害
そ
の
他
の
障
害
に
よ
り
視
覚
に

よ
る
表
現
の
認
識
が
困
難
な
者
（
以
下
「
視
覚
障
害
者
等
」
と
い
う
。
）
に

限
り
利
用
さ
せ
る
こ
と
を
条
件
と
し
て
閲
覧
の
提
供
を
受
け
た
電
子
情
報
は
、

視
覚
障
害
者
等
規
則
第
六
条
の
規
定
に
よ
り
登
録
を
受
け
た
者
（
以
下
「
登

録
視
覚
障
害
者
等
」
と
い
う
。
）
に
限
り
閲
覧
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の

場
合
に
お
い
て
、
国
際
子
ど
も
図
書
館
長
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き

は
、
当
該
登
録
視
覚
障
害
者
等
に
対
し
、
そ
の
氏
名
及
び
住
所
を
証
明
す
る

に
足
り
る
書
類
の
提
示
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。 

（
閲
覧
の
場
所
及
び
資
料
の
返
却
） 

第
十
二
条 
資
料
は
、
所
定
の
閲
覧
室
に
お
い
て
閲
覧
し
、
所
定
の
場
所
に
返

却
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
関
西
館
の
視
覚
障
害
者
等
用
児
童
資
料
の
取
寄
せ
） 



第
十
二
条
の
二 

国
際
子
ど
も
図
書
館
長
は
、
登
録
視
覚
障
害
者
等
か
ら
申
込

み
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
関
西

館
に
お
い
て
の
み
保
管
し
て
い
る
視
覚
障
害
者
等
規
則
第
一
条
に
規
定
す
る

学
術
文
献
録
音
テ
ー
プ
等
の
う
ち
児
童
書
に
関
す
る
も
の
（
以
下
「
視
覚
障

害
者
等
用
児
童
資
料
」
と
い
う
。
）
を
国
際
子
ど
も
図
書
館
に
取
り
寄
せ
、

一
定
の
期
間
に
限
り
、
当
該
登
録
視
覚
障
害
者
等
の
閲
覧
に
供
す
る
も
の
と

す
る
。 

２ 

前
項
の
規
定
に
よ
る
取
寄
せ
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
資
料
に
つ
い
て
は

行
わ
な
い
。 

 

一 

輸
送
に
困
難
が
あ
る
資
料
及
び
特
に
亡
失
又
は
損
傷
し
や
す
い
資
料 

 

二 

前
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
館
長
が
、
館
の
業
務
の
遂
行
上
支
障
が

あ
る
た
め
、
取
寄
せ
を
不
適
当
と
認
め
た
資
料 

３ 

登
録
視
覚
障
害
者
等
は
、
視
覚
障
害
者
等
用
児
童
資
料
の
取
寄
せ
を
申
し

込
も
う
と
す
る
と
き
は
、
館
長
が
定
め
る
取
寄
せ
資
料
請
求
票
に
申
込
者
の

氏
名
、
資
料
の
名
称
及
び
請
求
記
号
そ
の
他
の
必
要
事
項
を
記
入
し
て
、
こ

れ
を
児
童
書
研
究
資
料
室
の
受
付
に
提
出
し
、
利
用
カ
ー
ド
に
よ
り
そ
の
手

続
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
国
際
子
ど
も
図
書
館

長
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
日
利
用
カ
ー
ド
に
よ
り
手
続
を

し
よ
う
と
す
る
者
に
対
し
、
そ
の
氏
名
及
び
住
所
を
証
明
す
る
に
足
り
る
書

類
の
提
示
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。 

４ 

登
録
視
覚
障
害
者
等
は
、
館
長
が
定
め
る
方
式
に
よ
り
そ
の
氏
名
、
識
別

番
号
、
資
料
の
名
称
及
び
請
求
記
号
そ
の
他
の
必
要
事
項
を
入
力
し
た
電
子

メ
ー
ル
を
送
信
す
る
こ
と
に
よ
り
、
前
項
前
段
の
手
続
に
代
え
る
こ
と
が
で

き
る
。 

５ 

登
録
視
覚
障
害
者
等
が
取
寄
せ
を
申
し
込
む
こ
と
が
で
き
る
視
覚
障
害
者

等
用
児
童
資
料
の
数
は
、
館
長
が
別
に
定
め
る
。 

６ 

第
三
項
の
規
定
に
よ
り
視
覚
障
害
者
等
用
児
童
資
料
の
取
寄
せ
を
申
し
込

む
こ
と
が
で
き
る
時
間
は
、
午
前
九
時
三
十
分
か
ら
午
後
四
時
三
十
分
ま
で

と
す
る
。 

７ 

第
一
項
に
規
定
す
る
期
間
は
、
取
り
寄
せ
た
視
覚
障
害
者
等
用
児
童
資
料

を
閲
覧
に
供
す
る
日
と
し
て
館
長
が
指
定
し
た
日
か
ら
そ
の
翌
々
閲
覧
日
ま

で
と
す
る
。
た
だ
し
、
館
長
は
、
館
の
業
務
の
遂
行
上
必
要
が
あ
る
と
認
め

る
と
き
は
、
そ
の
期
間
を
短
縮
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

８ 

登
録
視
覚
障
害
者
等
は
、
取
寄
せ
を
申
し
込
ん
だ
視
覚
障
害
者
等
用
児
童

資
料
を
閲
覧
す
る
と
き
は
、
利
用
カ
ー
ド
に
よ
り
そ
の
手
続
を
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
国
際
子
ど
も
図
書
館
長
は
、
必
要
が
あ

る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
日
利
用
カ
ー
ド
に
よ
り
手
続
を
し
よ
う
と
す
る
者

に
対
し
、
そ
の
氏
名
及
び
住
所
を
証
明
す
る
に
足
り
る
書
類
の
提
示
を
求
め

る
こ
と
が
で
き
る
。 

 
 

 

第
三
章 

複
写 

（
複
写
） 

第
十
三
条 
国
立
国
会
図
書
館
複
写
規
程
（
平
成
十
四
年
国
立
国
会
図
書
館
規

程
第
一
号
）
第
四
条
に
規
定
す
る
資
料
の
複
写
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
別

に
定
め
る
も
の
を
除
き
、
こ
の
章
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。 



（
複
写
を
行
う
者
） 

第
十
四
条 

資
料
の
複
写
は
、
館
が
利
用
者
の
求
め
に
応
じ
て
行
う
も
の
と
す

る
。
た
だ
し
、
申
込
み
に
係
る
複
写
物
を
館
が
作
成
で
き
な
い
場
合
で
あ
っ

て
、
館
長
が
特
に
や
む
を
得
な
い
と
認
め
た
と
き
は
、
そ
の
指
定
す
る
場
所

で
、
利
用
者
が
自
ら
複
写
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

第
十
五
条 

削
除 

（
複
写
の
要
件
） 

第
十
六
条 

複
写
は
、
利
用
者
の
調
査
研
究
の
用
に
供
す
る
た
め
に
、
資
料

（
電
子
情
報
を
除
く
。
）
を
用
い
て
、
公
表
さ
れ
た
著
作
物
の
一
部
分
に
つ

い
て
行
う
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
発
行
後
相
当
期
間
を
経
過
し
た
逐
次
刊

行
物
に
掲
載
さ
れ
た
個
々
の
著
作
物
に
つ
い
て
は
、
そ
の
全
部
に
つ
い
て
も

行
う
こ
と
が
で
き
る
。 

２ 

前
項
の
ほ
か
、
複
写
は
、
資
料
を
用
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
に

行
う
こ
と
が
で
き
る
。 

一 

他
の
図
書
館
等
（
著
作
権
法
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
四
十
八
号
）

第
三
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
図
書
館
等
を
い
う
。
）
の
求
め
に

応
じ
、
絶
版
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
理
由
に
よ
り
一
般
に
入
手
す
る

こ
と
が
困
難
な
図
書
館
資
料
に
つ
い
て
行
う
場
合 

二 

著
作
権
者
の
利
益
を
不
当
に
害
し
な
い
範
囲
で
、
次
に
掲
げ
る
手
続
又

は
目
的
の
た
め
に
必
要
と
認
め
ら
れ
る
限
度
で
行
う
場
合 

イ 

裁
判
手
続
（
行
政
庁
が
行
う
審
判
そ
の
他
裁
判
に
準
ず
る
手
続
を

含
む
。
） 

ロ 

立
法
又
は
行
政
の
目
的
（
複
写
物
を
内
部
資
料
と
す
る
場
合
に
限

る
。
） 

ハ 

行
政
庁
の
行
う
特
許
、
意
匠
若
し
く
は
商
標
に
関
す
る
審
査
、
実

用
新
案
に
関
す
る
技
術
的
な
評
価
又
は
国
際
出
願
（
特
許
協
力
条
約

に
基
づ
く
国
際
出
願
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
三
年
法
律
第
三

十
号
）
第
二
条
に
規
定
す
る
国
際
出
願
を
い
う
。
）
に
関
す
る
国
際

調
査
若
し
く
は
国
際
予
備
審
査
に
関
す
る
手
続 

ニ 

行
政
庁
の
行
う
品
種
（
種
苗
法
（
平
成
十
年
法
律
第
八
十
三
号
）

第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
品
種
を
い
う
。
）
に
関
す
る
審
査
又
は

登
録
品
種
（
同
法
第
二
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
登
録
品
種
を
い

う
。
）
に
関
す
る
調
査
に
関
す
る
手
続 

ホ 

行
政
庁
の
行
う
特
定
農
林
水
産
物
等
（
特
定
農
林
水
産
物
等
の
名

称
の
保
護
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
八
十
四
号
）
第

二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
特
定
農
林
水
産
物
等
を
い
う
。
以
下
こ
の

ホ
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
つ
い
て
の
同
法
第
六
条
の
登
録
又
は
外
国

の
特
定
農
林
水
産
物
等
に
つ
い
て
の
同
法
第
二
十
三
条
第
一
項
の
指

定
に
関
す
る
手
続 

ヘ 

行
政
庁
若
し
く
は
独
立
行
政
法
人
（
独
立
行
政
法
人
通
則
法
（
平

成
十
一
年
法
律
第
百
三
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
独
立
行
政

法
人
を
い
う
。
以
下
こ
の
ヘ
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
行
う
薬
事
（
医

療
機
器
（
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の

確
保
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
四
十
五
号
）
第



二
条
第
四
項
に
規
定
す
る
医
療
機
器
を
い
う
。
）
及
び
再
生
医
療
等

製
品
（
同
条
第
九
項
に
規
定
す
る
再
生
医
療
等
製
品
を
い
う
。
）
に

関
す
る
事
項
を
含
む
。
以
下
こ
の
へ
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
関
す
る

審
査
若
し
く
は
調
査
又
は
行
政
庁
若
し
く
は
独
立
行
政
法
人
に
対
す

る
薬
事
に
関
す
る
報
告
に
関
す
る
手
続 

ト 

著
作
権
法
第
四
十
二
条
第
二
項
第
五
号
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め

る
手
続 

三 

利
用
者
が
複
写
に
係
る
許
諾
を
著
作
権
者
等
か
ら
得
た
著
作
物
に

つ
い
て
、
そ
の
許
諾
の
範
囲
内
で
行
う
場
合 

四 

館
が
複
写
に
係
る
許
諾
を
著
作
権
者
等
か
ら
得
た
著
作
物
に
つ
い

て
、
そ
の
許
諾
の
範
囲
内
で
行
う
場
合 

五 

著
作
物
が
著
作
権
の
目
的
と
な
っ
て
い
な
い
場
合 

六 

著
作
権
が
消
滅
し
た
著
作
物
に
つ
い
て
、
そ
の
原
因
と
な
る
事
実

を
利
用
者
が
明
ら
か
に
し
た
場
合 

３ 

館
長
が
複
写
す
る
こ
と
を
不
適
当
と
認
め
た
資
料
は
、
複
写
す
る
こ
と
が

で
き
な
い
。 

（
入
館
し
て
行
う
複
写
の
申
込
み
） 

第
十
七
条 

児
童
書
研
究
資
料
室
に
入
室
し
て
資
料
の
複
写
（
第
二
十
条
第
一

項
第
五
号
及
び
第
六
号
に
掲
げ
る
複
写
物
に
係
る
複
写
を
除
く
。
第
三
項
に

お
い
て
同
じ
。
）
を
申
し
込
も
う
と
す
る
者
は
、
申
込
み
を
し
た
日
の
翌
日

以
降
に
複
写
物
の
提
供
を
受
け
る
複
写
（
以
下
「
後
日
複
写
」
と
い
う
。
）

を
申
し
込
む
場
合
に
あ
っ
て
は
後
日
複
写
用
の
資
料
複
写
申
込
書
を
、
申
込

み
を
し
た
日
に
複
写
物
の
提
供
を
受
け
る
複
写
（
以
下
「
即
日
複
写
」
と
い

う
。
）
を
申
し
込
む
場
合
に
あ
っ
て
は
即
日
複
写
用
の
資
料
複
写
申
込
書
を
、

児
童
書
研
究
資
料
室
に
設
置
さ
れ
た
端
末
機
に
申
込
者
の
氏
名
、
利
用
カ
ー

ド
の
番
号
、
資
料
の
名
称
及
び
請
求
記
号
そ
の
他
の
必
要
事
項
を
入
力
し
て

作
成
し
、
こ
れ
を
複
写
を
行
う
箇
所
を
特
定
し
た
資
料
と
と
も
に
所
定
の
カ

ウ
ン
タ
ー
に
提
出
し
て
、
利
用
カ
ー
ド
に
よ
り
そ
の
手
続
を
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。 

２ 

登
録
利
用
者
カ
ー
ド
に
よ
り
児
童
書
研
究
資
料
室
に
入
室
し
た
登
録
利
用

者
は
、
前
項
の
資
料
複
写
申
込
書
を
、
児
童
書
研
究
資
料
室
内
に
持
ち
込
ん

だ
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
接
続
さ
れ
た
入
出
力
装
置
か
ら
申
込
者
の
氏
名
、
登

録
利
用
者
カ
ー
ド
の
番
号
、
資
料
の
名
称
及
び
請
求
記
号
そ
の
他
の
必
要
事

項
を
入
力
し
て
作
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

３ 

子
ど
も
の
へ
や
又
は
調
べ
も
の
の
部
屋
に
入
室
し
て
資
料
の
複
写
を
申
し

込
も
う
と
す
る
者
は
、
後
日
複
写
に
あ
っ
て
は
館
長
が
定
め
る
後
日
複
写
用

の
資
料
複
写
申
込
書
に
、
即
日
複
写
に
あ
っ
て
は
館
長
が
定
め
る
即
日
複
写

用
の
資
料
複
写
申
込
書
に
、
申
込
者
の
氏
名
、
資
料
の
名
称
及
び
請
求
記
号

そ
の
他
の
必
要
事
項
を
記
入
し
、
こ
れ
を
複
写
す
る
箇
所
を
特
定
し
た
資
料

と
と
も
に
所
定
の
カ
ウ
ン
タ
ー
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

４ 

児
童
書
研
究
資
料
室
に
入
室
し
て
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
、
マ
イ
ク
ロ

フ
ィ
ッ
シ
ュ
、
機
械
可
読
資
料
又
は
電
子
情
報
の
複
写
（
印
刷
出
力
に
よ
る

印
画
に
限
る
。
）
を
申
し
込
も
う
と
す
る
者
は
、
こ
れ
ら
を
閲
覧
す
る
た
め

の
機
器
に
申
込
者
の
氏
名
、
利
用
カ
ー
ド
の
番
号
そ
の
他
の
必
要
事
項
を
入



力
す
る
方
法
に
よ
り
そ
の
手
続
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

５ 
電
気
通
信
回
線
の
故
障
そ
の
他
の
事
由
に
よ
り
第
一
項
、
第
二
項
又
は
前

項
に
規
定
す
る
方
法
に
よ
り
複
写
を
申
し
込
む
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
は
、

館
長
が
別
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
複
写
の
申
込
み
を
行
う
も
の
と
す
る
。 

６ 

代
理
人
が
申
し
込
む
場
合
に
お
い
て
は
、
委
任
を
受
け
た
者
で
あ
る
こ
と

を
証
す
る
書
面
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

７ 

第
一
項
か
ら
第
五
項
ま
で
の
規
定
に
よ
り
資
料
の
複
写
を
申
し
込
む
こ
と

が
で
き
る
時
間
は
、
後
日
複
写
に
あ
っ
て
は
午
前
十
時
か
ら
午
後
四
時
三
十

分
ま
で
、
即
日
複
写
に
あ
っ
て
は
午
前
十
時
か
ら
午
後
四
時
ま
で
と
す
る
。 

 

（
入
館
し
な
い
で
行
う
複
写
の
申
込
み
） 

第
十
七
条
の
二 

登
録
利
用
者
等
又
は
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
限
定
登
録
利
用
者
は
、

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
接
続
さ
れ
た
入
出
力
装
置
か
ら
当
該
登
録
利
用
者
等
又

は
当
該
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
限
定
登
録
利
用
者
の
識
別
番
号
そ
の
他
の
必
要
事

項
を
入
力
し
て
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
す
る
方
法
に
よ
り
、
資
料
の
複
写
を
申
し

込
む
こ
と
が
で
き
る
。 

２ 

登
録
利
用
者
等
又
は
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
限
定
登
録
利
用
者
は
、
前
項
に
規

定
す
る
方
法
に
よ
り
資
料
の
複
写
を
申
し
込
む
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
は
、

登
録
利
用
者
及
び
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
限
定
登
録
利
用
者
に
あ
っ
て
は
郵
送
用

資
料
複
写
申
込
書
（
登
録
利
用
者
・
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
限
定
登
録
利
用
者
用
）

（
別
紙
様
式
第
四
）
を
、
国
立
国
会
図
書
館
資
料
利
用
規
則
第
四
条
第
四
項

に
規
定
す
る
登
録
図
書
館
等
（
以
下
「
登
録
図
書
館
等
」
と
い
う
。
）
に

あ
っ
て
は
郵
送
用
資
料
複
写
申
込
書
（
図
書
館
、
調
査
研
究
機
関
等
用
）

（
別
紙
様
式
第
五
）
を
郵
便
又
は
民
間
事
業
者
に
よ
る
信
書
の
送
達
に
関
す

る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
九
十
九
号
）
第
二
条
第
六
項
に
規
定
す
る
一

般
信
書
便
事
業
者
、
同
条
第
九
項
に
規
定
す
る
特
定
信
書
便
事
業
者
若
し
く

は
同
法
第
三
条
第
四
号
に
規
定
す
る
外
国
信
書
便
事
業
者
に
よ
る
同
法
第
二

条
第
二
項
に
規
定
す
る
信
書
便
（
以
下
「
郵
便
等
」
と
い
う
。
）
で
提
出
す

る
こ
と
に
よ
り
、
資
料
の
複
写
を
申
し
込
む
こ
と
が
で
き
る
。 

３ 

登
録
図
書
館
等
は
、
第
一
項
に
規
定
す
る
方
法
に
よ
っ
て
は
複
写
を
申
し

込
む
こ
と
が
で
き
な
い
資
料
の
複
写
を
申
し
込
も
う
と
す
る
と
き
は
、
郵
送

用
資
料
複
写
申
込
書
（
図
書
館
、
調
査
研
究
機
関
等
用
）
を
フ
ァ
ク
シ
ミ
リ

装
置
を
用
い
て
送
信
す
る
方
法
に
よ
り
、
資
料
の
複
写
を
申
し
込
む
こ
と
が

で
き
る
。 

４ 

登
録
図
書
館
等
以
外
の
図
書
館
、
調
査
研
究
機
関
等
は
、
郵
送
用
資
料
複

写
申
込
書
（
図
書
館
、
調
査
研
究
機
関
等
用
）
を
郵
便
等
で
提
出
す
る
こ
と

に
よ
り
、
資
料
の
複
写
を
申
し
込
む
こ
と
が
で
き
る
。 

（
特
別
複
写
の
許
可
） 

第
十
八
条 

次
の
各
号
に
掲
げ
る
複
写
を
申
し
込
も
う
と
す
る
者
は
、
前
二
条

に
規
定
す
る
複
写
の
申
込
み
の
手
続
に
加
え
て
、
特
別
複
写
許
可
申
請
書

（
別
紙
様
式
第
六
）
を
提
出
し
、
許
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 
資
料
の
解
体
、
修
復
、
再
製
本
等
が
必
要
と
な
る
複
写 

二 

前
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
特
別
の
取
扱
い
を
必
要
と
す
る
資

料
の
複
写 

三 

第
十
六
条
第
二
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
の
複
写 



２ 

館
長
は
、
第
十
六
条
第
二
項
第
二
号
ロ
の
複
写
を
申
し
込
も
う
と
す
る
者

に
対
し
、
そ
の
身
分
を
証
明
す
る
に
足
り
る
書
類
の
提
示
又
は
提
出
を
求
め

る
こ
と
が
で
き
る
。 

３ 

第
十
六
条
第
二
項
第
三
号
の
複
写
を
申
し
込
も
う
と
す
る
者
は
、
第
一
項

の
特
別
複
写
許
可
申
請
書
に
著
作
権
者
等
の
許
諾
書
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。 

４ 

第
一
項
の
許
可
を
し
た
と
き
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
条
件
そ
の
他
必
要

な
条
件
を
記
載
し
た
特
別
複
写
許
可
書
を
申
請
者
に
交
付
し
、
又
は
送
付
す

る
。 

一 

マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
に
撮
影
す
る
場
合
に
は
、
ネ
ガ
・
フ
ィ
ル
ム
を
館

に
寄
贈
す
る
こ
と
。 

二 

複
写
に
伴
い
資
料
の
解
体
、
修
復
、
再
製
本
等
を
必
要
と
す
る
場
合
に

は
、
そ
の
経
費
は
、
申
請
者
が
負
担
す
る
こ
と
。 

三 

館
の
許
可
な
く
し
て
複
写
物
を
譲
渡
し
、
又
は
複
製
し
て
利
用
し
な
い

こ
と
。 

（
申
込
み
の
不
受
理
等
） 

第
十
九
条 

複
写
の
申
込
み
は
、
提
出
書
類
に
不
備
が
あ
る
場
合
、
提
出
書
類

に
記
載
す
べ
き
事
項
若
し
く
は
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
す
べ
き
事
項
に
不
備
が
あ

る
場
合
又
は
当
該
申
込
み
が
こ
の
規
則
に
違
反
し
て
い
る
場
合
は
、
こ
れ
を

受
理
し
な
い
。 

２ 

国
際
子
ど
も
図
書
館
長
は
、
資
料
の
状
態
等
に
よ
り
複
写
が
不
適
当
と
認

め
た
と
き
は
、
当
該
申
込
み
に
係
る
複
写
の
方
法
等
の
変
更
を
求
め
、
又
は

複
写
を
行
わ
な
い
こ
と
が
で
き
る
。
国
際
子
ど
も
図
書
館
の
能
力
を
超
え
る

複
写
の
申
込
み
が
あ
っ
た
と
き
も
同
様
と
す
る
。 

（
複
写
物
の
種
類
及
び
部
数
） 

第
二
十
条 

複
写
物
は
、
申
込
み
一
件
に
つ
き
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
一
種

類
と
し
、
そ
の
部
数
は
一
部
と
す
る
。
た
だ
し
、
後
日
複
写
に
係
る
複
写
物

は
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
に
、
即
日
複
写
に
係
る
複
写
物

は
同
号
か
ら
第
六
号
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
に
、
入
館
し
な
い
で
行
う
複
写
の

申
込
み
に
係
る
複
写
物
は
第
一
号
か
ら
第
五
号
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
に
限
る
。 

一 

撮
影
に
よ
る
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム 

二 

マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
か
ら
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
へ
の
プ
リ
ン
ト
又
は
マ

イ
ク
ロ
フ
ィ
ッ
シ
ュ
か
ら
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ッ
シ
ュ
へ
の
プ
リ
ン
ト 

三 

マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
又
は
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ッ
シ
ュ
か
ら
の
電
子
式
引
伸

印
画 

四 

電
子
式
複
写
に
よ
る
印
画 

五 

機
械
可
読
資
料
又
は
電
子
情
報
の
印
刷
出
力
に
よ
る
印
画 

六 

マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
又
は
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ッ
シ
ュ
か
ら
の
印
刷
出
力
に

よ
る
印
画 

２ 
第
十
六
条
第
二
項
各
号
の
複
写
に
つ
い
て
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら

ず
、
そ
の
目
的
に
照
ら
し
て
必
要
と
認
め
ら
れ
る
限
度
で
、
二
種
類
又
は
二

部
以
上
の
複
写
物
を
提
供
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

第
二
十
一
条 

削
除 

（
自
写
の
許
可
） 



第
二
十
二
条 

第
十
四
条
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
資
料
を
自
ら
複
写
し
よ
う

と
す
る
者
は
、
館
長
が
定
め
る
自
写
許
可
申
請
書
に
申
請
者
の
氏
名
、
資
料

の
名
称
及
び
請
求
記
号
、
複
写
に
用
い
る
機
器
そ
の
他
の
必
要
事
項
を
記
入

し
て
、
こ
れ
を
複
写
を
行
う
資
料
と
共
に
提
出
し
、
許
可
を
受
け
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。 

２ 

第
十
六
条
第
二
項
第
三
号
の
複
写
を
自
ら
行
お
う
と
す
る
者
は
、
前
項
の

自
写
許
可
申
請
書
に
著
作
権
者
等
の
許
諾
書
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

３ 

第
一
項
の
許
可
を
し
た
と
き
は
、
複
写
の
日
時
及
び
場
所
を
通
知
す
る
と

と
も
に
、
複
写
は
申
請
者
又
は
館
が
承
認
し
た
代
理
人
が
行
う
こ
と
、
第
十

八
条
第
四
項
各
号
に
掲
げ
る
条
件
そ
の
他
必
要
な
条
件
を
記
載
し
た
自
写
許

可
書
を
申
請
者
に
交
付
す
る
。 

（
複
写
物
の
利
用
上
の
責
任
） 

第
二
十
三
条 

複
写
物
の
利
用
に
よ
る
著
作
権
法
上
の
責
任
は
、
当
該
複
写
物

の
提
供
を
受
け
た
者
が
負
う
も
の
と
す
る
。 

 
 

 

第
四
章 

図
書
館
間
貸
出
し 

（
資
料
の
図
書
館
間
貸
出
し
） 

第
二
十
四
条 

資
料
の
図
書
館
間
貸
出
し
（
以
下
「
貸
出
し
」
と
い
う
。
）
は
、

別
に
定
め
る
も
の
を
除
き
、
こ
の
章
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。 

（
貸
出
し
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
者
） 

第
二
十
五
条 

資
料
の
貸
出
し
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
者
は
、
次
の
各
号
に

掲
げ
る
図
書
館
、
調
査
研
究
機
関
等
の
う
ち
、
資
料
の
貸
出
し
を
受
け
る
こ

と
に
つ
い
て
館
の
承
認
を
受
け
た
も
の
（
以
下
「
図
書
館
等
」
と
い
う
。
）

と
す
る
。 

一 

学
校
教
育
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
に
よ
る
大
学
、

短
期
大
学
又
は
高
等
専
門
学
校
の
図
書
館
又
は
研
究
所 

二 

国
立
若
し
く
は
公
立
の
調
査
研
究
機
関
又
は
こ
れ
ら
に
準
ず
る
機

関 

三 

図
書
館
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
十
八
号
）
に
よ
る
図
書
館

又
は
こ
れ
に
準
ず
る
機
関 

四 

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
に
よ
る
地
方

議
会
の
図
書
室 

五 

そ
の
他
館
長
が
適
当
と
認
め
る
国
内
外
の
図
書
館
又
は
こ
れ
に
準

ず
る
機
関 

２ 

前
項
の
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
図
書
館
、
調
査
研
究
機
関
等
は
、
館
長

が
別
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
図
書
館
、
調
査
研
究
機
関
等
が
定
め

た
利
用
規
則
等
を
添
付
し
て
、
申
請
書
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た

だ
し
、
国
立
国
会
図
書
館
資
料
利
用
規
則
第
四
十
四
条
第
一
項
の
承
認
を
受

け
た
図
書
館
、
調
査
研
究
機
関
等
が
前
項
の
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き

は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

３ 
図
書
館
等
は
、
前
項
の
申
請
書
に
記
載
し
た
事
項
に
変
更
が
あ
っ
た
と
き

は
、
速
や
か
に
、
そ
の
旨
を
館
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、

国
立
国
会
図
書
館
資
料
利
用
規
則
第
四
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
届
出

を
し
た
図
書
館
等
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

４ 

前
項
本
文
の
規
定
に
よ
る
届
出
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
館
長
は
、
必



要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
図
書
館
等
に
対
し
、
利
用
規
則
等
の
提

出
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。 

（
貸
出
し
を
し
な
い
資
料
） 

第
二
十
六
条 
次
の
各
号
に
掲
げ
る
資
料
は
、
貸
出
し
を
し
な
い
。
た
だ
し
、

館
長
が
特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

一 

寄
託
資
料
（
寄
託
契
約
に
お
い
て
貸
出
し
が
認
め
ら
れ
て
い
る
も

の
を
除
く
。
）
、
参
考
図
書
、
小
冊
子
、
逐
次
刊
行
物
、
マ
イ
ク
ロ

資
料
、
映
像
資
料
、
録
音
資
料
及
び
機
械
可
読
資
料 

二 

貸
出
し
を
受
け
よ
う
と
す
る
図
書
館
等
が
所
在
す
る
国
に
お
い
て

容
易
に
入
手
す
る
こ
と
が
で
き
る
資
料 

三 

輸
送
に
困
難
が
あ
る
資
料
及
び
特
に
亡
失
又
は
損
傷
し
や
す
い
資

料 

四 

前
各
号
に
掲
げ
る
資
料
の
ほ
か
、
館
長
が
、
国
際
子
ど
も
図
書
館

の
業
務
の
遂
行
上
支
障
が
あ
る
た
め
、
貸
し
出
す
こ
と
を
不
適
当
と

認
め
た
資
料 

（
貸
出
資
料
の
数
） 

第
二
十
七
条 

貸
し
出
す
こ
と
の
で
き
る
資
料
の
数
は
、
未
返
却
資
料
（
国
立

国
会
図
書
館
資
料
利
用
規
則
第
四
十
八
条
に
基
づ
き
貸
出
し
を
し
た
未
返
却

資
料
を
含
む
。
）
の
数
を
含
め
十
点
以
内
と
す
る
。
た
だ
し
、
館
長
が
特
に

必
要
が
あ
る
と
認
め
た
と
き
は
、
そ
の
数
を
増
減
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

（
貸
出
期
間
） 

第
二
十
八
条 

資
料
の
貸
出
期
間
は
、
一
月
以
内
と
す
る
。
た
だ
し
、
資
料
の

貸
出
し
を
受
け
た
図
書
館
等
が
当
該
資
料
に
つ
い
て
、
第
三
十
一
条
第
三
項

に
規
定
す
る
対
面
朗
読
又
は
当
該
資
料
に
係
る
文
字
を
音
声
に
す
る
こ
と
そ

の
他
視
覚
障
害
者
等
が
利
用
す
る
た
め
に
必
要
な
方
式
に
よ
る
複
製
を
行
う

と
き
そ
の
他
館
長
が
特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な

い
。 

２ 

前
項
の
期
間
は
、
国
内
に
あ
る
図
書
館
等
に
あ
っ
て
は
国
際
子
ど
も
図
書

館
が
そ
の
資
料
を
発
送
す
る
日
か
ら
返
却
さ
れ
た
資
料
を
受
領
す
る
日
ま
で
、

国
外
に
あ
る
図
書
館
等
に
あ
っ
て
は
当
該
図
書
館
等
が
当
該
資
料
を
受
領
し

た
日
か
ら
返
却
す
る
た
め
に
発
送
す
る
日
ま
で
の
期
間
と
す
る
。 

３ 

館
長
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
た
と
き
は
、
貸
出
期
間
内
で
あ
っ
て
も
、

貸
出
し
を
し
た
資
料
の
返
却
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。 

４ 

前
項
の
規
定
に
よ
り
資
料
の
返
却
を
求
め
ら
れ
た
図
書
館
等
は
、
直
ち
に
、

当
該
資
料
を
返
却
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
貸
出
し
の
手
続
） 

第
二
十
九
条 

資
料
の
貸
出
し
を
受
け
よ
う
と
す
る
図
書
館
等
は
、
資
料
貸
出

申
込
票
（
別
紙
様
式
第
八
）
を
直
接
に
、
又
は
郵
便
等
で
提
出
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。 

２ 
登
録
図
書
館
等
で
あ
る
図
書
館
等
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
イ

ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
接
続
さ
れ
た
入
出
力
装
置
か
ら
当
該
登
録
図
書
館
等
の
識

別
番
号
そ
の
他
の
必
要
事
項
を
入
力
し
て
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
す
る
方
法
に
よ

り
、
資
料
の
貸
出
し
を
申
し
込
む
こ
と
が
で
き
る
。 

３ 

登
録
図
書
館
等
で
あ
る
図
書
館
等
は
、
前
項
に
規
定
す
る
方
法
に
よ
っ
て



は
貸
出
し
を
申
し
込
む
こ
と
が
で
き
な
い
資
料
の
貸
出
し
を
受
け
よ
う
と
す

る
と
き
は
、
資
料
貸
出
申
込
票
を
フ
ァ
ク
シ
ミ
リ
装
置
を
用
い
て
送
信
す
る

方
法
に
よ
り
、
資
料
の
貸
出
し
を
申
し
込
む
こ
と
が
で
き
る
。 

４ 

貸
出
し
を
す
る
資
料
は
、
当
該
資
料
を
貸
し
出
す
図
書
館
等
の
職
員
に
手

交
し
、
又
は
書
留
郵
便
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
方
法
（
以
下
「
書
留
郵
便
等
」

と
い
う
。
）
に
よ
り
発
送
す
る
も
の
と
し
、
発
送
に
要
す
る
費
用
は
、
館
が

負
担
す
る
。 

５ 

図
書
館
等
が
書
留
郵
便
等
に
よ
り
前
項
の
資
料
を
受
領
し
た
と
き
は
、
そ

の
旨
を
国
際
子
ど
も
図
書
館
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
返
却
の
手
続
） 

第
三
十
条 

貸
出
し
を
受
け
た
資
料
の
返
却
は
、
当
該
資
料
の
貸
出
し
を
受
け

た
図
書
館
等
の
職
員
の
使
送
又
は
書
留
郵
便
等
に
よ
る
も
の
と
し
、
そ
の
費

用
は
、
当
該
図
書
館
等
が
負
担
す
る
。 

２ 

書
留
郵
便
等
に
よ
る
資
料
の
返
却
に
当
た
っ
て
は
、
包
装
等
に
つ
い
て
館

の
指
示
す
る
条
件
に
従
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
貸
出
し
を
受
け
た
資
料
の
管
理
及
び
利
用
） 

第
三
十
一
条 

資
料
の
貸
出
し
を
受
け
た
図
書
館
等
は
、
当
該
資
料
を
善
良
な

る
管
理
者
の
注
意
を
も
っ
て
管
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

貸
出
し
を
受
け
た
資
料
は
、
当
該
図
書
館
等
が
定
め
た
利
用
規
則
等
に
基

づ
い
て
、
所
定
の
閲
覧
室
に
お
い
て
閲
覧
さ
せ
る
も
の
と
し
、
複
写
そ
の
他

の
方
法
で
利
用
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
。 

３ 

前
項
の
規
定
は
、
資
料
の
貸
出
し
を
受
け
た
図
書
館
等
が
、
当
該
資
料
に

つ
い
て
、
視
覚
障
害
者
等
の
利
用
に
供
す
る
た
め
に
、
そ
の
管
理
す
る
施
設

に
お
い
て
対
面
朗
読
又
は
当
該
資
料
に
係
る
文
字
を
音
声
に
す
る
こ
と
そ
の

他
当
該
視
覚
障
害
者
等
が
利
用
す
る
た
め
に
必
要
な
方
式
に
よ
る
複
製
（
著

作
権
の
目
的
と
な
っ
て
い
る
著
作
物
に
係
る
資
料
に
あ
っ
て
は
、
著
作
権
者

等
の
許
諾
を
得
た
複
製
、
点
字
に
よ
る
複
製
及
び
著
作
権
法
第
三
十
七
条
第

三
項
に
規
定
す
る
視
覚
障
害
者
等
の
福
祉
に
関
す
る
事
業
を
行
う
者
で
政
令

で
定
め
る
も
の
が
行
う
複
製
（
著
作
権
者
又
は
そ
の
許
諾
を
得
た
者
若
し
く

は
同
法
第
七
十
九
条
の
出
版
権
の
設
定
を
受
け
た
者
若
し
く
は
そ
の
複
製
許

諾
（
同
法
第
八
十
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
複
製
の
許
諾
を
い
う
。
）
若
し

く
は
公
衆
送
信
許
諾
（
同
法
第
八
十
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
公
衆
送
信
の

許
諾
を
い
う
。
）
を
得
た
者
に
よ
り
当
該
方
式
に
よ
る
公
衆
へ
の
提
供
又
は

提
示
が
行
わ
れ
て
い
る
場
合
を
除
く
。
）
に
限
る
。
）
を
行
う
こ
と
を
妨
げ

な
い
。 

４ 

第
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
あ
ら
か
じ
め
館
の
承
認
を
受
け
た
図
書

館
等
は
、
貸
出
し
を
受
け
た
資
料
（
館
長
が
定
め
る
も
の
に
限
る
。
）
の
複

写
物
を
利
用
者
の
求
め
に
応
じ
て
提
供
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
次

の
各
号
に
掲
げ
る
条
件
そ
の
他
館
の
指
示
す
る
条
件
に
従
わ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。 

一 
当
該
複
写
物
の
作
成
を
利
用
者
に
行
わ
せ
な
い
こ
と
。 

二 

当
該
複
写
物
の
作
成
に
係
る
記
録
を
国
際
子
ど
も
図
書
館
に
提
出
す
る

こ
と
。 

５ 

前
項
の
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
図
書
館
等
は
、
館
長
が
別
に
定
め
る
と



こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
図
書
館
等
が
定
め
た
利
用
規
則
等
（
複
写
に
関
す
る
規

定
を
含
む
も
の
に
限
る
。
第
七
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
添
付
し
て
、
申
請

書
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
国
立
国
会
図
書
館
資
料
利
用

規
則
第
五
十
条
第
四
項
の
承
認
を
受
け
た
図
書
館
等
が
前
項
の
承
認
を
受
け

よ
う
と
す
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

６ 

第
四
項
の
承
認
を
受
け
た
図
書
館
等
は
、
前
項
の
申
請
書
に
記
載
し
た
事

項
に
変
更
が
あ
っ
た
と
き
は
、
速
や
か
に
、
そ
の
旨
を
館
に
届
け
出
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
国
立
国
会
図
書
館
資
料
利
用
規
則
第
五
十
条
第
六

項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
た
図
書
館
等
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

７ 

前
項
本
文
の
規
定
に
よ
る
届
出
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
館
長
は
、
必

要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
図
書
館
等
に
対
し
、
利
用
規
則
等
の
提

出
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。 

（
貸
出
し
を
受
け
た
資
料
の
亡
失
又
は
損
傷
） 

第
三
十
二
条 

資
料
の
貸
出
し
を
受
け
た
図
書
館
等
は
、
損
傷
し
た
資
料
を
受

領
し
た
と
き
、
受
領
し
た
資
料
が
亡
失
若
し
く
は
損
傷
し
た
と
き
、
又
は
返

送
中
に
亡
失
若
し
く
は
損
傷
し
た
こ
と
を
知
っ
た
と
き
は
、
直
ち
に
、
そ
の

旨
を
国
際
子
ど
も
図
書
館
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

図
書
館
等
が
貸
出
し
を
受
け
た
資
料
を
受
領
し
た
時
か
ら
当
該
資
料
を
返

却
す
る
ま
で
の
間
に
お
い
て
、
当
該
資
料
が
亡
失
又
は
損
傷
し
た
と
き
は
、

館
長
は
、
別
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
図
書
館
等
に
対
し
、
当
該
資

料
に
相
当
す
る
物
の
納
付
又
は
そ
の
損
害
の
賠
償
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

（
図
書
館
等
の
承
認
の
取
消
し
） 

第
三
十
三
条 

館
長
は
、
図
書
館
等
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と

き
は
、
第
二
十
五
条
第
一
項
の
承
認
を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場

合
に
お
い
て
、
当
該
図
書
館
等
が
第
三
十
一
条
第
四
項
の
承
認
を
受
け
て
い

る
と
き
は
、
そ
の
承
認
も
併
せ
て
取
り
消
す
も
の
と
す
る
。 

一 

図
書
館
等
か
ら
承
認
の
取
消
し
を
求
め
る
申
請
が
あ
っ
た
と
き
。 

二 

第
二
十
五
条
第
一
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
し
な
く
な
っ
た
と
き
。 

三 

こ
の
章
の
規
定
に
違
反
し
た
と
き
、
職
員
の
指
示
に
従
わ
な
い
と
き
そ

の
他
館
の
業
務
に
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
の
あ
る
行
為
を
し
た
と
き
。 

 
 

 

第
五
章 

レ
フ
ァ
レ
ン
ス 

（
レ
フ
ァ
レ
ン
ス
） 

第
三
十
四
条 

レ
フ
ァ
レ
ン
ス
の
依
頼
に
対
し
て
は
、
主
と
し
て
資
料
に
基
づ

い
て
回
答
を
行
う
も
の
と
す
る
。 

（
レ
フ
ァ
レ
ン
ス
の
範
囲
） 

第
三
十
五
条 

レ
フ
ァ
レ
ン
ス
の
範
囲
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

一 

国
際
子
ど
も
図
書
館
の
利
用
案
内 

二 

資
料
の
所
蔵
調
査
及
び
所
蔵
機
関
の
紹
介 

三 

資
料
の
書
誌
的
事
項
の
調
査 

四 

資
料
の
検
索
方
法
に
係
る
援
助 

五 
児
童
書
に
係
る
特
定
主
題
に
関
す
る
資
料
の
紹
介 

六 

適
切
な
回
答
を
得
ら
れ
る
機
関
等
の
紹
介 

（
回
答
を
行
わ
な
い
事
項
等
） 

第
三
十
六
条 

古
文
書
、
美
術
品
等
の
鑑
定
、
法
律
相
談
、
医
療
相
談
、
文
献



の
解
読
、
翻
訳
、
学
習
課
題
の
解
答
そ
の
他
回
答
す
る
こ
と
が
不
適
当
と
認

め
ら
れ
る
事
項
に
係
る
レ
フ
ァ
レ
ン
ス
の
依
頼
に
対
し
て
は
、
回
答
を
行
わ

な
い
も
の
と
す
る
。 

２ 

国
際
子
ど
も
図
書
館
長
は
、
著
し
く
経
費
又
は
時
間
を
要
し
、
他
の
レ

フ
ァ
レ
ン
ス
業
務
に
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
の
あ
る
依
頼
に
対
し
、
回
答
を

断
る
こ
と
が
で
き
る
。 

（
レ
フ
ァ
レ
ン
ス
の
申
込
み
の
方
法
等
） 

第
三
十
七
条 

レ
フ
ァ
レ
ン
ス
を
依
頼
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
口
頭
、
電
話
、

文
書
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
、
申
し
込
む
こ
と
が
で
き
る
。 

２ 

口
頭
又
は
電
話
に
よ
る
レ
フ
ァ
レ
ン
ス
の
申
込
み
は
、
閲
覧
時
間
内
に
行

わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 
 

 

第
六
章 

雑
則 

（
資
料
に
関
す
る
証
明
） 

第
三
十
八
条 

訴
訟
、
特
許
無
効
審
判
等
の
た
め
、
資
料
（
機
械
可
読
資
料
及

び
電
子
情
報
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
受
入
年
月
日
、

掲
載
記
事
等
に
つ
い
て
館
の
証
明
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
証
明
申
請
書

（
別
紙
様
式
第
九
）
に
、
証
明
を
受
け
る
資
料
の
複
写
物
を
添
付
し
て
提
出

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
資
料
を
複
製
し
た
機
械
可
読
資
料
を
複
写
す
る

こ
と
が
で
き
、
か
つ
、
館
長
が
特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該

機
械
可
読
資
料
の
複
写
物
を
も
っ
て
証
明
を
受
け
る
資
料
の
複
写
物
に
代
え

る
こ
と
が
で
き
る
。 

３ 

前
二
項
の
添
付
す
べ
き
資
料
の
複
写
物
は
、
館
が
作
成
し
た
も
の
で
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
資
料
の
復
刻
、
翻
刻
等
の
許
可
） 

第
三
十
九
条 

資
料
を
復
刻
又
は
翻
刻
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
復
刻
・
翻
刻
許

可
申
請
書
（
別
紙
様
式
第
十
）
を
提
出
し
、
許
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。 

２ 

資
料
の
複
写
物
の
出
版
物
へ
の
掲
載
、
展
示
、
放
映
又
は
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ

ト
・
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
等
へ
の
掲
載
（
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
係
る
著
作
権
法
第

二
条
第
一
項
第
九
号
の
五
に
規
定
す
る
送
信
可
能
化
を
い
う
。
）
を
行
お
う

と
す
る
者
は
、
掲
載
等
許
可
申
請
書
（
別
紙
様
式
第
十
一
）
を
提
出
し
、
許

可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

３ 

著
作
権
の
目
的
と
な
っ
て
い
る
資
料
に
つ
い
て
前
二
項
の
許
可
を
受
け
よ

う
と
す
る
者
は
、
当
該
許
可
に
係
る
申
請
の
際
に
、
著
作
権
者
等
の
許
諾
書

を
併
せ
て
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

４ 

第
一
項
及
び
第
二
項
の
許
可
に
は
、
必
要
な
条
件
を
付
す
る
こ
と
が
で
き

る
。 

（
様
式
の
特
例
） 

第
四
十
条 

国
外
か
ら
の
又
は
国
内
の
日
本
語
に
通
じ
な
い
者
若
し
く
は
国
内

に
駐
在
す
る
外
国
公
館
及
び
国
際
機
関
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
機
関
か
ら
の

資
料
の
利
用
の
申
込
み
に
当
た
っ
て
は
、
別
紙
様
式
第
四
か
ら
別
紙
様
式
第

六
ま
で
及
び
別
紙
様
式
第
八
か
ら
別
紙
様
式
第
十
一
ま
で
の
様
式
に
代
え
て
、

館
長
が
別
に
定
め
る
英
文
の
様
式
又
は
国
際
図
書
館
連
盟
が
採
択
し
た
貸



出
・
複
写
申
込
票
若
し
く
は
こ
れ
に
相
当
す
る
要
件
を
備
え
た
様
式
に
よ
る

こ
と
が
で
き
る
。 

 
 

 
附 

則 

１ 

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
二
年
五
月
六
日
か
ら
施
行
す
る
。 

２ 

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
国
立
国
会
図
書
館
資
料
利
用
規
則
第
三
十
五

条
第
二
項
本
文
の
承
認
を
受
け
て
い
る
図
書
館
等
は
、
施
行
日
に
お
い
て
第

二
十
五
条
第
二
項
の
承
認
を
受
け
た
も
の
と
み
な
す
。 

 
 

 

附 

則
（
平
成
十
三
年
七
月
五
日
国
立
国
会
図
書
館
規
則
第
三
号
）
抄 

１ 

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
三
年
七
月
五
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 
 

 

附 

則
（
平
成
十
三
年
十
二
月
十
八
日
国
立
国
会
図
書
館
規
則
第
四
号
） 

 

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
四
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 
 

 

附 

則
（
平
成
十
四
年
三
月
三
十
一
日
国
立
国
会
図
書
館
規
則
第
二
号
）
抄 

１ 

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 
 

 

附 

則
（
平
成
十
四
年
五
月
一
日
国
立
国
会
図
書
館
規
則
第
四
号
） 

 

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
四
年
五
月
五
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 
 

 

附 

則
（
平
成
十
四
年
九
月
三
十
日
国
立
国
会
図
書
館
規
則
第
八
号
）
抄 

１ 

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
四
年
十
月
七
日
か
ら
施
行
す
る
。
［
以
下
略
］ 

 
 

 

附 

則
（
平
成
十
五
年
十
二
月
八
日
国
立
国
会
図
書
館
規
則
第
三
号
） 

 

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
六
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 
 

 

附 

則
（
平
成
十
六
年
九
月
二
十
八
日
国
立
国
会
図
書
館
規
則
第
五
号
）
抄 

１ 

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
六
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

附 

則
（
平
成
十
八
年
十
月
四
日
国
立
国
会
図
書
館
規
則
第
三
号
） 

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
八
年
十
月
二
十
三
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 
 

 

附 

則
（
平
成
十
九
年
六
月
二
十
八
日
国
立
国
会
図
書
館
規
則
第
三
号
） 

 

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
九
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

附 

則
（
平
成
二
十
年
七
月
一
日
国
立
国
会
図
書
館
規
則
第
二
号
） 

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 
 

 

附 

則
（
平
成
二
十
一
年
十
二
月
二
十
八
日
国
立
国
会
図
書
館
規
則
第
四
号
） 

 

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
一

条
中
国
立
国
会
図
書
館
資
料
利
用
規
則
第
三
十
一
条
第
二
項
第
一
号
及
び
第
五

十
条
第
三
項
の
改
正
規
定
並
び
に
第
二
条
中
国
立
国
会
図
書
館
国
際
子
ど
も
図

書
館
資
料
利
用
規
則
第
十
六
条
第
二
項
第
一
号
及
び
第
三
十
一
条
第
三
項
の
改

正
規
定
は
、
同
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 
 

 

附 

則
（
平
成
二
十
三
年
七
月
一
日
国
立
国
会
図
書
館
規
則
第
六
号
） 

 

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
三
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 
 

 

附 

則
（
平
成
二
十
三
年
十
二
月
二
十
七
日
国
立
国
会
図
書
館
規
則
第
九
号
） 

 

（
施
行
期
日
） 

１ 

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
四
年
一
月
六
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

（
経
過
措
置
） 

２ 
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
国
立
国
会
図
書
館
資
料
利
用
規
則
第
四
条
第

三
項
に
規
定
す
る
登
録
利
用
者
又
は
登
録
図
書
館
等
は
、
そ
れ
ぞ
れ
、
こ
の

規
則
に
よ
る
改
正
後
の
国
立
国
会
図
書
館
資
料
利
用
規
則
第
四
条
第
四
項
に

規
定
す
る
登
録
利
用
者
又
は
登
録
図
書
館
等
と
み
な
す
。 

 
 

 

附 

則
（
平
成
二
十
五
年
六
月
二
十
六
日
国
立
国
会
図
書
館
規
則
第
四
号
） 



 

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
五
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

附 

則
（
平
成
二
十
五
年
九
月
二
十
七
日
国
立
国
会
図
書
館
規
則
第
五
号
） 

 

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
五
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
［
以
下
略
］ 

 
 

 

附 
則
（
平
成
二
十
五
年
十
二
月
十
八
日
国
立
国
会
図
書
館
規
則
第
八
号
） 

 

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
六
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 
 

 

附 

則
（
平
成
二
十
七
年
八
月
二
十
一
日
国
立
国
会
図
書
館
規
則
第
四
号
） 

 

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
七
年
九
月
十
七
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第

四
条
の
改
正
規
定
（
同
条
第
五
号
を
削
る
部
分
に
限
る
。
）
は
、
同
月
一
日
か

ら
施
行
す
る
。 

 
 

 

附 

則
（
平
成
二
十
八
年
一
月
二
十
日
国
立
国
会
図
書
館
規
則
第
一
号
） 

 

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
八
年
二
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 
 

 

附 

則
（
平
成
二
十
八
年
三
月
二
十
三
日
国
立
国
会
図
書
館
規
則
第
三
号
） 

 

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 
 

 

附 

則
（
平
成
二
十
八
年
十
一
月
二
日
国
立
国
会
図
書
館
規
則
第
八
号
）
抄 

 

（
施
行
期
日
） 

１ 

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
九
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
［
以
下
略
］ 

 

（
経
過
措
置
） 

３ 

第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
国
立
国
会
図
書
館
資
料
利
用
規
則
又
は

第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
国
立
国
会
図
書
館
国
際
子
ど
も
図
書
館
資

料
利
用
規
則
に
規
定
す
る
様
式
に
よ
る
郵
送
用
資
料
複
写
申
込
書
は
、
こ
の

規
則
の
施
行
後
に
お
い
て
も
、
当
分
の
間
、
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 
 

 

附 

則
（
平
成
二
十
九
年
三
月
二
十
七
日
国
立
国
会
図
書
館
規
則
第
二
号
） 

（
施
行
期
日
） 

１ 

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

（
経
過
措
置
） 

２ 

第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
国
立
国
会
図
書
館
資
料
利
用
規
則
又
は

第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
国
立
国
会
図
書
館
国
際
子
ど
も
図
書
館
資

料
利
用
規
則
に
規
定
す
る
様
式
に
よ
る
国
立
国
会
図
書
館
所
蔵
図
書
館
資
料

に
関
す
る
証
明
申
請
書
は
、
こ
の
規
則
の
施
行
後
に
お
い
て
も
、
当
分
の
間

、
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 
 

 

附 

則
（
平
成
二
十
九
年
十
二
月
二
十
一
日
国
立
国
会
図
書
館
規
則
第
八
号
） 

 

（
施
行
期
日
） 

１ 

こ
の
規
則
は
、
平
成
三
十
年
一
月
五
日
か
ら
施
行
す
る
。
［
以
下
略
］ 

 

（
経
過
措
置
） 

２ 

第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
国
立
国
会
図
書
館
資
料
利
用
規
則
に
規

定
す
る
様
式
に
よ
る
利
用
者
登
録
申
請
書
及
び
郵
送
用
資
料
複
写
申
込
書
並

び
に
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
国
立
国
会
図
書
館
国
際
子
ど
も
図
書

館
資
料
利
用
規
則
に
規
定
す
る
様
式
に
よ
る
郵
送
用
資
料
複
写
申
込
書
は
、

こ
の
規
則
の
施
行
後
に
お
い
て
も
、
当
分
の
間
、
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 
 

 

附 

則
（
平
成
三
十
一
年
二
月
八
日
国
立
国
会
図
書
館
規
則
第
一
号
）
抄 

 

（
施
行
期
日
） 

１ 

こ
の
規
則
は
、
平
成
三
十
一
年
二
月
八
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

（
経
過
措
置
） 

２ 

第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
国
立
国
会
図
書
館
資
料
利
用
規
則
若
し



く
は
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
国
立
国
会
図
書
館
国
際
子
ど
も
図
書

館
資
料
利
用
規
則
に
規
定
す
る
様
式
に
よ
る
掲
載
許
可
申
請
書
、
展
示
・
放

映
許
可
申
請
書
及
び
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
・
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
等
許
可
申
請
書
又

は
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
国
立
国
会
図
書
館
視
覚
障
害
者
等
用
資

料
送
信
及
び
貸
出
規
則
（
以
下
「
旧
視
覚
障
害
者
等
規
則
」
と
い
う
。
）
に

規
定
す
る
様
式
に
よ
る
視
覚
障
害
者
等
用
デ
ー
タ
利
用
者
登
録
申
請
書
は
、

こ
の
規
則
の
施
行
後
に
お
い
て
も
、
当
分
の
間
、
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 
 

 

附 

則
（
令
和
二
年
九
月
二
十
五
日
国
立
国
会
図
書
館
規
則
第
三
号
） 

 

（
施
行
期
日
） 

１ 

こ
の
規
則
は
、
令
和
二
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
［
以
下
略
］ 

 

（
経
過
措
置
） 

２ 

第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
国
立
国
会
図
書
館
資
料
利
用
規
則
に
規

定
す
る
様
式
第
三
及
び
様
式
第
三
の
二
に
よ
る
郵
送
用
資
料
複
写
申
込
書

（
登
録
利
用
者
・
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
限
定
登
録
利
用
者
用
）
及
び
郵
送
用
資

料
複
写
申
込
書
（
図
書
館
、
調
査
研
究
機
関
等
用
）
並
び
に
第
二
条
の
規
定

に
よ
る
改
正
前
の
国
立
国
会
図
書
館
国
際
子
ど
も
図
書
館
資
料
利
用
規
則
に

規
定
す
る
様
式
第
四
及
び
様
式
第
五
に
よ
る
郵
送
用
資
料
複
写
申
込
書
（
登

録
利
用
者
・
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
限
定
登
録
利
用
者
用
）
及
び
郵
送
用
資
料
複

写
申
込
書
（
図
書
館
、
調
査
研
究
機
関
等
用
）
は
、
こ
の
規
則
の
施
行
後
に

お
い
て
も
、
当
分
の
間
、
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 



 
（様式第一）から（様式第三）まで 削除 



   

（様式第四） 

郵送用資料複写申込書（登録利用者・インターネット限定登録利用者用） 1枚目／全  枚 

国立国会図書館長 殿 

次のとおり、資料の複写を申し込みます。 申込日 
 年   月   日 

識別番号（利用者 ID） 氏名 

         -   

発送先住所（〒    －      ） 
都 道 
府 県 

電話番号（     ）     －     E-mail アドレス（                  ） 
FAX 番号（     ）     － 
複写物の使用目的 □ 調査研究の用に供するため  □ その他（                 ） 

支払関係書類 
□ 見積書及び納品書希望  
備考 
 

□ 次回分の申込書の送付希望（     ）セット  □ 送付時に複写物の二つ折り可 
 
複写箇所記入欄 

No. 
1 

請求記号 
 
（デジタルコレクション資料の場合は永続的識別子の数字を記入してください。） 

info:ndljp/pid/      

論文名／記事名 
 
 
著者名 
 
 
ページ 
 

□ 表紙  □ 目次  □ 奥付 

書名／誌名 
 
 
     年   月   日    巻    号 
出版者名 

□ カラーページはカラー複写希望  □ 判読できない箇所があっても複写希望 
備考（複写方法、国立国会図書館レファレンス番号等） 

 
※国立国会図書館記入欄 

【お申込みに当たっての注意事項】 
・所定の事項（太線枠内）を記入してください。2箇所以上の複写を申し込む場合は、付表を使用し、各用紙の「 枚目／全 枚」の欄に記入してください。

複写箇所記入欄の「No.」の欄には、1 枚目からの通し番号を記入してください。 
・調査研究目的以外の場合は、この申込書のほか、特別複写許可申請書が必要となる場合があります。 
・複写物の種類・大きさは、資料の形態、大きさ等により、当館が指定します｡ 
・電子式複写は原寸大で行い、拡大・縮小には応じられません｡また、カラー複写、マイクロ撮影等を希望する場合は、複写箇所記入欄の備考欄にその旨を

明記してください。 
・申込資料を、複数の施設において保管している場合、どの施設の資料を複写に用いるかは、当館が指定します。 
・複写物の発送日又は到着日を指定することはできません。 
・発送の際、同一の申込書で申し込まれた複写物は、資料を保管する施設ごとにまとめてお送りしますが、複写作業に時間を要するもの等は別送になる場合

があります。 
・複写料金は、複写物の種類・大きさによって異なります。詳しくは複写料金表を御参照ください。 
・複写料金は後払いです｡請求書及び払込用紙を複写物に同封してお送りします｡ 
・申込資料を複写できない場合は、電子メール、郵便等又は FAXでお知らせします。 

! i ! i ! i ! i ! I I I I I ! I I I I I ! I I I I I ! I I I I I I I I I 



 
識別番号（利用者 ID）   

枚目／全  枚          -    

複写箇所記入欄                                           

No. 
 
    

請求記号 
 
（デジタル）info:ndljp/pid/        

論文名／記事名 
 
 
著者名 
 
 
ページ 

書名／誌名 
 

     年   月   日    巻    号 
出版者名 

□ 表紙  □ 目次  □ 奥付 
□ カラーページはカラー複写希望  □ 判読できない箇所があっても複写希望 
備考（複写方法、国立国会図書館レファレンス番号等） 

No. 
 
    

請求記号 
 
（デジタル）info:ndljp/pid/        

論文名／記事名 
 
 
著者名 
 
 
ページ 

書名／誌名 
 

    年   月   日    巻    号 
出版者名 

□ 表紙  □ 目次  □ 奥付 
□ カラーページはカラー複写希望  □ 判読できない箇所があっても複写希望 
備考（複写方法、国立国会図書館レファレンス番号等） 

No. 
 
    

請求記号 
 
（デジタル）info:ndljp/pid/        

論文名／記事名 
 
 
著者名 
 
 
ページ 

書名／誌名 
 

    年   月   日    巻    号 
出版者名 

□ 表紙  □ 目次  □ 奥付 
□ カラーページはカラー複写希望  □ 判読できない箇所があっても複写希望 
備考（複写方法、国立国会図書館レファレンス番号等） 

 
※国立国会図書館記入欄 

 

 
（付表） 

（付表） 

（付表） 



郵送用資料複写申込書（図書館、調査研究機関等用） １枚目／全  枚 

国立国会図書館長 殿 

次のとおり、資料の複写を申し込みます。 申込日 
     年   月   日 

登録利用者等識別番号（利用者ID） 機関名 複写物を利用する方の氏名 

               
担当者名 

               
         

発送先住所（〒    －      ） 
都 道 
府 県 

電話番号（     ）     －     E-mail アドレス（                  ） 
FAX 番号（     ）     － 
複写物の使用目的 □ 調査研究の用に供するため  □ その他（                 ） 

支払関係書類 
□ 見積書及び納品書希望  
備考 
 

□ 次回分の申込書の送付希望（     ）セット  □ 送付時に複写物の二つ折り可 
 
複写箇所記入欄 

No. 
1 

請求記号 
 
（デジタルコレクション資料の場合は永続的識別子の数字を記入してください。） 

info:ndljp/pid/      

論文名／記事名 
 
 
著者名 
 
 
ページ 
 

□ 表紙  □ 目次  □ 奥付 

書名／誌名 
 
    年   月   日    巻    号 
出版者名 

□ カラーページはカラー複写希望  □ 判読できない箇所があっても複写希望 
備考（複写方法、国立国会図書館レファレンス番号等） 

 
※国立国会図書館記入欄 

【お申込みに当たっての注意事項】 
・所定の事項（太線枠内）を記入してください。2箇所以上の複写を申し込む場合は、付表を使用し、各用紙の「 枚目／全 枚」の欄に記入してください。

複写箇所記入欄の「No.」の欄には、1 枚目からの通し番号を記入してください。 
・調査研究目的以外の場合は、この申込書のほか、特別複写許可申請書が必要となる場合があります。 
・複写物の種類・大きさは、資料の形態、大きさ等により、当館が指定します｡ 
・電子式複写は原寸大で行い、拡大・縮小には応じられません｡また、カラー複写、マイクロ撮影等を希望する場合は、複写箇所記入欄の備考欄にその旨を

明記してください。 
・申込資料を、複数の施設において保管している場合、どの施設の資料を複写に用いるかは、当館が指定します。 
・複写物の発送日又は到着日を指定することはできません。 
・発送の際、同一の申込書で申し込まれた複写物は、資料を保管する施設ごとにまとめてお送りしますが、複写作業に時間を要するもの等は別送になる場合

があります。 
・複写料金は、複写物の種類・大きさによって異なります。詳しくは複写料金表を御参照ください。 
・複写料金は後払いです｡請求書及び払込用紙を複写物に同封してお送りします｡ 
・申込資料を複写できない場合は、電子メール、郵便等又は FAXでお知らせします。 

（様式第五） 



 

（付表） 
登録利用者等識別番号（利用者 ID）   

枚目／全  枚           

複写箇所記入欄                                    

No. 
 
    

請求記号 
 
（デジタル）info:ndljp/pid/        

論文名／記事名 
 
 
著者名 
 
 
ページ 

書名／誌名 
 

     年   月   日    巻    号 
出版者名 

□ 表紙  □ 目次  □ 奥付 
□ カラーページはカラー複写希望  □ 判読できない箇所があっても複写希望 
備考（複写方法、国立国会図書館レファレンス番号等） 

No. 
 
    

請求記号 
 
（デジタル）info:ndljp/pid/        

論文名／記事名 
 
 
著者名 
 
 
ページ 

書名／誌名 
 

    年   月   日    巻    号 
出版者名 

□ 表紙  □ 目次  □ 奥付 
□ カラーページはカラー複写希望  □ 判読できない箇所があっても複写希望 
備考（複写方法、国立国会図書館レファレンス番号等） 

No. 
 
    

請求記号 
 
（デジタル）info:ndljp/pid/        

論文名／記事名 
 
 
著者名 
 
 
ページ 

書名／誌名 
 

    年   月   日    巻    号 
出版者名 

□ 表紙  □ 目次  □ 奥付 
□ カラーページはカラー複写希望  □ 判読できない箇所があっても複写希望 
備考（複写方法、国立国会図書館レファレンス番号等） 

 
※国立国会図書館記入欄 

 
 

（付表） 



 
 

                   特別複写許可申請書             No.       
 
  国 立 国 会 図 書 館 長 殿 
                                                        年  月  日 
 
  下記の条件に異存ありませんので、特別複写の許可をお願いいたします。 
 
                記 
 

1. この申請書に記載した使用目的以外に使用しないこと。 

2. 申請者は、マイクロフィルムに撮影する場合には、ネガ・フィルムを 

国立国会図書館に寄贈すること。 

3. 複写に伴い資料の解体、修復、再製本等を必要とする場合には、その 

経費は、申請者が負担すること。 

4. 国立国会図書館の許可なくして複写物を譲渡し、又は複製して利用し 

ないこと。 

5. その他 

 

 

氏名又は 
機関名・責任者名                  印 
 
住所又は所在地            電話       
 

1. 複写資料名 

及び請求記号                     

 

2. 複写物の使用目的                   

 

3. 複写物の種類及び部数                 

 

4. その他                        

（様式第六） 



（様式第七） 削除 

 

 

                       ＊印欄以外は貴館で御記入ください。 
 

 

資

料

貸

出

申

込

票 

国
立
国
会
図
書
館 

請 求 記 号 利用者ＩＤ 加入館番号 
 編著者名             出版年 

書  名 
                      巻 
出版社（者） 

 

 

 
申込み   年  月  日 

所在地〒 
 
図書館名 
                   印 
電 話 
ＦＡＸ 

 
＊受理   年  月  日 

 
＊受理番号 

（様式第八） 

 

I 



（様式第九） 

 

  
                       年  月  日 

   国立国会図書館長 殿 
 

                氏 名 又 は  
                機関名・責任者名          印 

                住所又は所在地  

                          電話 

 
国立国会図書館所蔵図書館資料に 

関する証明申請書 
 
               に必要のため、下記のとおり相違ない 

ことを証明願います。 

（掲載記事の証明の場合は、*印の項目も御記入ください。） 

図書館資料名及び 
請求記号 
 

 

出版年・巻号等 

 

 

受入年月日  
掲載記事(*) 

 
 

 

ページ(*) 

 
 

 

 

証明書の申請部数  

国立国会図書館使用欄 

証 

明 

年 月 日 部 局 課 名  担 当 者 の 氏 名  

  印 

 

 
 

□
 



（様式第十） 
 
                             年  月  日 
 
   国立国会図書館長 殿 
 
                 氏 名 又 は  
                 機関名・責任者名          印 
 
                 住所又は所在地  
                           電話 
 

    許 可 申 請 書 

 

    下記のとおり、貴館所蔵の資料の    を行いたく、許可をお願 

いいたします。 

 
記 

 
   １ 資料名及び請求記号 
 
   ２ 出版物の名称 
 
   ３ 刊行予定     年   月   日 
                  定価     部数 
 
   ４ 出版の目的 
 
   ５ その他 
 
 
 

復 刻 
翻 刻 

復 刻 
翻 刻 



（様式第十一） 
 
                             年  月  日 
 
   国立国会図書館長 殿 
 
                 氏 名 又 は 
                 機関名・責任者名          印 
 
                 住所又は所在地  
                           電話 
 

掲 載 等 許 可 申 請 書 
 
   下記のとおり、貴館の資料の複写物を利用したく、許可をお願いいたします。 
 

記 
 
  １ 資料名、請求記号及び利用箇所 
 
 
  ２ 具体的な利用形態 
   □出版物への掲載 
    出版物名称： 
    発行者・発行予定日： 
   □放映 
    放映タイトル： 
    放映する放送局・予定日時： 
   □展示 
    展示会名称： 
    展示会開催場所・期間： 
   □インターネット・ホームページ等への掲載 
    掲載先名称、ＵＲＬ等： 
    掲載予定日： 
 
  ３ その他 
 

 


	a5212a（国立国会図書館国際子ども図書館資料利用規則）
	a5212b（国立国会図書館国際子ども図書館資料利用規則　様式1-3）
	a5212c（国立国会図書館国際子ども図書館資料利用規則　様式4-5）
	a5212d（国立国会図書館国際子ども図書館資料利用規則　様式6-11）

